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   Ｃ０９Ｋ   3/14     (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ  31/06     (2006.01)
   Ｂ２３Ｂ  27/14     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ   3/14    ５５０Ｆ
   Ｃ０１Ｂ  31/06    　　　Ｚ
   Ｂ２３Ｂ  27/14    　　　Ｂ
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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月21日(2010.9.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微粒多結晶ダイヤモンド材料と、前記ダイヤモンド材料用の触媒／溶媒を含む第２の相
とを含む多結晶ダイヤモンド研磨要素であって、前記多結晶ダイヤモンド材料が、０．６
０μｍ未満の触媒／溶媒平均自由行程の平均値を有し、０．９０未満の標準誤差を有する
ことを特徴とする、多結晶ダイヤモンド研磨要素。
【請求項２】
　前記触媒／溶媒平均自由行程の標準誤差が、０．８５未満である、請求項１に記載の研
磨要素。
【請求項３】
　前記触媒／溶媒平均自由行程の標準誤差が、０．７０より大きい、請求項１又は２に記
載の研磨要素。
【請求項４】
　前記多結晶ダイヤモンド材料が、約０．１～約１０．５μｍの平均粒径を有する、請求
項１から３までのいずれか一項に記載の研磨要素。
【請求項５】
　前記多結晶ダイヤモンド材料が、約０．１～約６．５μｍの平均粒径を有する、請求項
４に記載の研磨要素。
【請求項６】
　前記多結晶ダイヤモンド材料が、約０．１～約２．０μｍの平均粒径を有する、請求項
５に記載の研磨要素。
【請求項７】
　前記第２の相が、少なくとも一部は約１０ｎｍ～約８００ｎｍの平均粒径を有する粒子
状触媒／溶媒材料から形成される、請求項１から６までのいずれか一項に記載の研磨要素
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【請求項８】
　前記粒子状触媒／溶媒材料が、約１０ｎｍ～約４００ｎｍの平均粒径を有する、請求項
７に記載の研磨要素。
【請求項９】
　前記粒子状触媒／溶媒材料が、約１０ｎｍ～約１００ｎｍの平均粒径を有する、請求項
８に記載の研磨要素。
【請求項１０】
前記ダイヤモンド材料用の触媒／溶媒が多結晶ダイヤモンド材料に実質的に均質に分散さ
れている、請求項１から９までのいずれか一項に記載の研磨要素。
【請求項１１】
　前記触媒／溶媒が、コバルト、ニッケル、鉄、及び１種又は複数種の前記金属を含む合
金からなる群から選択される、請求項１から１０までのいずれか一項に記載の研磨要素。
【請求項１２】
　前記触媒／溶媒がコバルトである、請求項１１に記載の研磨要素。
【請求項１３】
　請求項１から１２までのいずれか一項に記載の多結晶ダイヤモンド研磨要素の製造方法
であって、基材を用意することによって未接着組立体を作製するステップと、微粒子状で
ある多量のダイヤモンド粒子を前記基材の表面上に置くステップと、ナノサイズの粒子を
少なくとも一部に含む前記ダイヤモンド粒子用ダイヤモンド触媒／溶媒を用意するステッ
プと、前記未接着組立体を、前記多量のダイヤモンド粒子から多結晶ダイヤモンド材料を
製造するのに適した高温高圧条件に曝すステップとを含む方法。
【請求項１４】
　前記基材が超硬合金である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記基材が、前記ダイヤモンド粒子用の追加の触媒／溶媒を含む、請求項１３又は１４
に記載の方法。
 


	header
	written-amendment

